
配分要素（処遇改善要素）に係るFAQ
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1 対象 ● ● 給与改善計画に記載できる職種はどのようなものか。

幼稚園と雇⽤契約を結んでいる以下の教員や調理員、栄養
士、事務職員など、各幼稚園に勤務する全ての教職員（当該
幼稚園の園⻑を除く。）が対象となります。
副園⻑、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師ま
たは、養護教諭等
※預かり保育や延⻑保育等の通常の教育・保育以外のみに従
事している教職員は対象となりません。

2 対象 ● ● 非常勤教職員は今回の処遇改善の対象となるのか。 非常勤教職員も対象となります。

3 対象 ● ● 「当該幼稚園の園⻑」は補助対象外だが、「理事⻑を兼務する
事務⻑」は補助対象となるのか。

補助対象となります。
ただし、事務⻑のため、教員数に算⼊することはできません。

4 対象 ● ●
基礎資料における専任教員と、処遇改善①、②で配分額算出
上の教員、処遇改善①の改善率計算対象教員となる専任教
員の違いはなにか。

それぞれの対象は以下のとおりです。

5 配分額 ● ● 配分額はどのようになるのか。

補助単価は配分基準において示します。
ただし、給与改善に要した⾦額との⽐較はせず、処遇改善①、
処遇改善②それぞれの計算対象教員の人数に応じて配分額を
決定します。配分された補助額を対象となる教職員へ配分する
ことは可能です。

6 提出方法 ● ● 複数園は園ごとに別々に提出するのか。まとめて提出してはいけ
ないのか。

園ごとに提出する必要があります。
改善率は園ごとに判定しますので、必ず園ごとに給与改善計画
調査書を作成して下さい。（書類を別々に作成し、郵送の際に
同封するのは問題ありません）

7 その他 ● ● 処遇改善の取組みはいつまで続ける必要があるのか。
本補助⾦は「賃上げ効果が継続される取組を⾏うことを前提」に
実施するものです。補助期間終了後の令和５年４⽉以降も、
継続して取り組んでいただく必要があります。

8 改善率計算
対象教員 ● 処遇改善要素の補助対象となる専任教員と、改善率計算対象

となる専任教員は異なるのか。

当該期間中の採用、退職、休職（産休育休含む）者で、専
任教員としての要件を満たしている場合は、補助対象教員となり
ますが、改善率の計算対象となる専任教員とはなりません。

9 改善率計算
対象教員 ● 役員（理事）である専任教員や教員免許を保有しない副園⻑

は改善率計算対象教員に含まれるか。
当該幼稚園の園⻑以外の専任教員は、改善率計算対象教員
となります。

10 改善率計算
対象教員 ● 転出者、転⼊者については改善率計算対象教員となるのか。

転出者、転入者については、対象期間途中に転出、転入し、当
該幼稚園からの給与が対象期間中全額支給されない場合、改
善率計算対象教員とはなりません。
「【別紙】給与改善計画詳細」の「Ｒ４新規採用・転出入・退
職・休職」欄にて「○」を選択し、「備考」欄に、「転出」又は「転
入」と記載してください。

11 改善率計算
対象教員 ● 昨年度兼任教員だった者が今年度専任教員になったり、専任教

員が兼任教員になった場合、どのように記載すればよいのか。

昨年度兼任教員が今年度専任教員となった場合や、専任教員
が兼任教員となった場合、上記Ｑ10と同様に「転出」「転入」扱
いとなるため、改善率計算対象となりません。（「【別紙】給与改
善計画詳細」の「Ｒ４新規採用・転出入・退職・休職」欄にて
「○」を選択し、「備考」欄に、「転出」又は「転入」と記載してださ
い）
※上記専任教員、兼任教員は、経常費補助⾦上で定める専
任、兼任です。

処遇改善①
配分額算出上の

教員

処遇改善②
配分額算出上の

教員

処遇改善①
改善率計算
対象教員

園⻑ × × ×
当該期間途中の採用、退
職、休職（産休育休含
む）者

△※１ △※２ ×

上記以外の専任教員 ○ ○ ○
× △※２ ×

※１当該期間途中の採用、退職、休職（産休育休含む）者については、
   令和４年度の新規採⽤者等、今年度の専任教員対象となる者のみが対象。
※２当該期間途中の採用、退職、休職（産休育休含む）者については、
   令和５年１⽉時点で在籍する教員のみが対象。

基礎資料
上の

専任教員

基礎資料上の専任教員以外の教員
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12 要件 ●
幼稚園全体の改善率は⼤阪府の定める改善率を超えていない
が、⼀部の教員が府の定める改善率を超える場合、その教員分
については補助対象となるか。

補助対象となりません。
幼稚園全体の改善率が⼤阪府の定める改善率を超える必要が
あります。

13 要件 ● 計算の端数処理はどのようにおこなうのか。
園単位の計算、教員個⼈単位の計算ともに、端数処理は⾏わ
ず、０．５％を超えているか否かの判定を⾏います（エクセルに
て⾃動判定を⾏います）。

14 要件 ● ⼤阪府が定める改善率は、来年度も０．５％となるのか。 令和５年度以降の取り扱いについては検討中です。

15 様式 ●
【交付⾦事業「以外」の処遇改善】
賃⾦改善額の「毎⽉決まって改善する額」欄と「⼀時⾦」欄は何
を⼊⼒するのか。

通常のベースアップ・定期昇給相当額や、交付⾦事業での改善
額以外で、処遇を改善させるために独⾃に賃⾦改善を実施して
いる額を⼊⼒してください。
賃⾦改善の⽅法が賞与のように１回にまとめて⽀払う場合は
「⼀時⾦」、それ以外の場合は「毎⽉決まって改善する額」に⼊
⼒してください。

16 様式 ● 【給与総額】
時間外⼿当や臨時の⼿当等も給与額に含めるのか。

含めます。通勤手当以外の全ての手当を給与額に含めてくださ
い。

17 対象 ● 処遇改善②の計算対象教員は、園内の専任教員数と兼任教
員数の和と一致するのか。

一致するとは限りません。
「補助対象要件」記載の要件に反した教員は、計算対象教員
に含めません。

18 対象 ●
当初交付⾦事業の計画時に対象とできておらず、令和４年度
の交付⾦事業で交付決定後、賃⾦改善を実施した教職員は
対象となるか。

対象とすることはできます。
下記Ｑ21を参照いただきご提出ください。

19 要件 ● 全ての教職員に対して、「３％程度（⽉額9,000円）」の処遇
改善を⾏わなければならないのか。⼀部でも良いのか。

全ての教職員に対して⼀律、⽉額9,000円の処遇改善を⾏う
必要はありません。
設置者の判断により、処遇改善の対象とする教職員や賃⾦改
善額（月額9,000円を増減可）を決定することができます。

20 要件 ●

時給で働いているパート職員などは固定給がなく、毎月労働時
間によって給与が異なるが対象となるのか。
もしも対象となるならば、基準月の給与はどのように記載すればよ
いのか。また、３％（9,000円）はどのように計算すればいいの
か。

パート職員の⽅も、本補助⾦の対象とすることができます。
基準⽉は、処遇改善を⾏う⽉の前⽉としてください。
また、処遇改善の計算方法は時給を３％上げる方法が一般的
と考えます。なお、実施月によっては「処遇改善の割合」が３％を
下回ることも考えられますが、３％を下回ったとしても補助対象
外とはなりません。

21 様式 ●

【交付⾦事業の対象】
当初交付⾦事業の計画時に対象とできておらず、令和４年度
の交付⾦事業で交付決定後、賃⾦改善を実施した教職員がい
る場合はどのように⼊⼒すればいいのか。

【交付⾦事業の対象】欄を「★」として、【賃⾦改善額
（⽉額）】は毎⽉の改善額、【改善額⾒込R5.1~R5.3】は賃
⾦改善をした⽉から令和５年３⽉までの総⽀給額を⼊⼒してく
ださい。

＜例＞
令和４年９⽉から⽉9,000円の賃⾦改善を実施
⇒63,000円（9,000円×７か月）

22 様式 ●
【賃⾦改善額】
令和４年度中に教職員に定期昇給がある場合、賃⾦改善⾒
込額に定期昇給分を含めることはできるのか。

定期昇給分を含めることはできません。
今回の処遇改善の取組みは定期昇給とは別に⾏っていただく必
要があります。


